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全国訪問看護事業協会会長 殿

厚生労働省労働基準局長

(公  印 省  略)

厚生労働省職業安定局長

(公  印 省  略 )

最低賃金の引上げに向けた中小企業 。小規模事業者支援事業等の周知について

(協力依頼 )

労働行政の円滑な推進につきましては、日頃から格別の御理解と御協力を賜り、厚く

御礼申し上げます。

「経済財政運営と改革の基本方針 2021」 (令和 3年 6月 18日 閣議決定)において、

「感染症の影響を受けて厳しい業況の企業に配慮しつつ、雇用維持との両立を図りなが

ら賃上げしやすい環境を整備するため、生産性向上等に取り組む中小企業への支援強化、

下請取引の適正化、金融支援等に一層取り組みつつ、最低賃金について、 (中 略)よ り早

期に全国加重平均 1000円 とすることを目指し、本年の引上げに取り組む。」ことが示

され、令和 3年 7月 16日 中央最低賃金審議会答申において示された目安額 28円 を踏ま

えた各地方最低賃金審議会における審議の結果、地域別最低賃金改定額について、28円

～32円 引き上げの答申が出されたところです。

政府においては、このような状況を踏まえ、中小企業 。小規模事業者が継続的に賃上げ

しやすいガ衆―境整備に向けてよリー層の取組を行 うこととし、特に、事業場内の最低賃金

を引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務改善助成金について、特例

的な要件緩和・拡充を行つたところです。

また、雇用調整助成金についても、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によ

つて特に厳しい業況にある中小企業等による雇用維持のための取組の継続を図つていた

だく観点から、業況特例等の姑象となる中小企業が事業場内で最も低い時間あたり賃金

を一定以上引き上げる場合、地域別最低賃金が引き上がる本年 10月 から 12月 までの 3

ヶ月間、休業規模要件を問わずに支給する特例を設けたところです (雇用保険被保険者、

被保険者以外ともに、緊急雇用安定助成金で紺応。)。

つきましては、これらの支援策について、傘下の団体等への周知、広報誌への掲載、開

催行事でのリーフレット配布等、各種助成金の積極的な周知に格別の御理解、御協力を

賜りますようお願い申し上げます。
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